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大きな大根抜けたかな
　丸山小学校２年生の食育の授業で、大
根の収穫から出荷までを勉強しました。
自分の手で抜いた大きな大根は、「なか
しべつ丸ごと給食」にも使われました。
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町職員の給与と
職員数のあらまし

表１　採用の状況 平成25年４月１日現在

区　　分 競　争　試　験 その他 小計大学 短大 高校 その他
一　般
行政職

事務職 2 1 4 7
技術職 3 1 4
労務職

教　育　職 5 5
病 院 関 係 4 5 9
合　　　計 9 7 4 5 25A

・定年退職～ 地方公務員法第28条の２第１項および同法第28条の３
第１項の規定による退職

・勧奨退職～任命権者が勧奨により行う退職
・普通退職～自己都合による退職
・分限免職～地方公務員法第28条第３項の規定による免職
・懲戒免職～地方公務員法第29条の規定による免職
・失　　職～地方公務員法第28条第４項の規定による失職

表２　退職などの状況 平成24年度

区　　分 退　　職 免　職 失職 小計定年 勧奨 普通 分限 懲戒
一　般
行政職

事務職 4 1 5
技術職 3 3
労務職

教　育　職 5 5
病 院 関 係 1 19 20
合　　　計 5 1 27 33B

　町職員の給与は、職務に応じた給料と各種諸
手当から構成されており、国や他の地方公共団
体の給与との均衡を考慮し、町議会で議決され
た「中標津町職員の給与に関する条例」によっ
て決められています。職員の給与内容を町民の
皆さんにご理解をいただくため、職員数の状況
とともに、その概要をお知らせします。

１．任　　　免
　平成25年４月１日の採用者数は25人です。その内訳は
表１のとおりです。募集する職種や採用者数は、退職者の
状況により毎年異なります。また、平成24年度中に退職
した職員数は19人で、その内訳は表２のとおりです。

表５　定員適正化目標数値 各年度４月１日

年度 23 24 25 26 27 28
職員数 255人 249人 249人 249人 247人 247人
人　口 24,146人 24,200人 24,300人 24,400人 24,600人 24,700人
千人あたり 10.56人 10.29人 10.25人 10.20人 10.04人 10.00人

４．定員適正化の取り組み
　町は組織の簡素化や事務事業の効率化を図り、今後の定
員管理の基本的な指針を定め、計画的に取り組みを進めて
います。最終的には職員数が人口千人あたり10人となる
よう目標値を定めています。（病院・水道部門職員を除く）

表４　職員数の状況 各年度４月１日現在

区　分
職　員　数 対前年

増減数 主な増減理由
平成24年度 平成25年度

一
般
行
政
部
門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木

3
47
14
38
19
1
16
4
18

3
48
14
38
18
1
17
4
19

0
1
0
0

▲ 1
0
1
0
1

総務部門スタッフの充実

他部署へ所管事務移行

食品加工技術専門員の採用

道路、公園維持管理スタッフの増員
計 160 162 2

教育部門 66 65 ▲ 1 小学校廃校に伴う技能労務職の減
その他※１ 23 24 1 下水道施設の維持補修スタッフの増員
小　　計 249 251 2

公
営
企
業

病 院
水 道

180
7

184
7

4
0
医療技術スタッフの増員

小計 187 191 4

総 合 計 436 442 6 年度途中採用者14名C
442＝436＋C－B＋A

※１　国保、介護、後期高齢、下水道、簡易水道事業会計職員 ２．職 員 研 修
　町では中標津町職員研修規則に基づき、年度当初に研修
計画を立て各種研修を実施しています。

表３　平成24年度研修実績
研 修 場 所 受講者数 研　修　内　容

北海道市町村研修センター 22 一般研修、政策研修、専門実
務研修、能力開発研修

市町村アカデミー 4 特定課題対応、実践的な業
務遂行能力の向上

北海道市町村振興協会 3 人材育成・海外研修

町 村 会 主 催 研 修 30 新規採用職員研修、初級職員
研修、法務研修、講師研修

町 主 催 研 修 67 新規採用職員研修、人材育
成研修

３．職　員　数
　職員定数は、常勤職員を任用できる限度として町議会の
議決を経て条例で540人と定められています。職員数の状
況は表４のとおりです。
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問い合わせは、総務課 職員係まで。

表７　諸手当の内容 平成25年４月１日現在

区　分 内　　　　容 国の制度
との比較

扶　養
手　当
(月額)

・配偶者…………13,000円
・扶養親族（配偶者を除く）
　１人目から………１人6,500円
　 満16歳～満22歳までの子１人につき
5,000円を加算

同

住　居
手　当
(月額)

借家の場合（家賃12,000円を超える職員に限る）
……家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 同

自宅の場合………10,000円 異

通　勤
手　当
(月額)

【通勤距離２キロ以上に限る】
交通機関利用者は運賃額に応じて55,000円を限度に支給
交通用具（自家用車等）使用者は通勤距離に応じて
24,500円を限度に支給

同

期末・

勤　勉

手　当

【６月期】
・期末手当………1.225月分
・勤勉手当………0.675月分
【12月期】
・期末手当………1.375月分
・勤勉手当………0.675月分
※役職に応じて役職加算があります。
※平成25年12月期は４％削減

同

管理職
手　当

・部長職………47,000円
・課長職………35,000円
※平成25年度に限り10％削減(表示額は削減前)

異

時間外
勤務手当

平成24年度実稼動職員１人当たり
平均支給月額………21,170円 異

特　殊
勤　務
手　当

・防疫等作業に従事する職員～2,000円/日
・行旅死亡人の取扱業務に従事する職員～3,000円/日
・野犬掃討業務に従事する職員～500円/日

異

寒冷地手当
(月額)

支給期間11月～3月
・扶養家族の状況に応じて…10,340～26,380円 同

退　職

手　当

【自己都合退職】
・勤続20年………23.03月分
・勤続25年………32.83月分
・勤続35年………46.55月分
※最高限度………55.86月分
【定年退職】
・勤続20年………28.7875月分
・勤続25年………38.955月分
・勤続35年………55.86月分
※最高限度………55.86月分

同

表８　特別職の報酬の状況 平成25年４月１日現在

※特別職の報酬は10％削減されています。
※ 議員の報酬（H25年７月～H26年３月）は、５％削減されてい
ます。（表示額は削減前）

区　分
特　別　職 議　　　　員

町　長 副町長 議　長 副議長 議　員
給料・報酬
月　　額 762,300円 611,100円 306,000円 245,000円 200,000円

期末手当 年間　3.9月分 年間　3.9月分

５．職員の給与の状況
　職員の給与は、基本給（給料）と扶養手当、住居手当、
期末勤勉手当などの諸手当から成り立っており、町議会の
議決を経て定められています。初任給の状況および、一般
行政職の経験年数・学歴別平均給料月額の状況は表６、諸
手当の状況は表７となっています。
　町議会議員の報酬や町長などの特別職の給料は、町内各
団体などの代表者からなる特別職報酬等審議会の答申を受
け町議会の審議を経て条例で定められており、現在の状況
は表８となっています。

表９　勤務時間の状況 平成25年４月１日現在

※表中の時間数は、代表的な勤務時間です。

勤務時間
(１週間)

勤務時間等の割振り
始業時間 終業時間 休憩時間 週休日

38時間45分 ８時30分 17時15分 60分 土曜日・日曜日

表10　年次有給休暇の状況 平成24年

※ 各日数は、１日１日から12月31日までの全期間に在職した一般行
政部門職員の合計です。

総付与日数 総取得日数 全期間在職職員数 １人当たり平均取得日数
9,256日 1,692日 244人 6.9日

６．勤務時間その他の勤務条件
　職員の勤務時間や休暇などに関しては、町の条例・規則
で定められています。職員の勤務時間や年次有給休暇の取
得状況は表９、表10のとおりです。

表11　公務災害等の発生状況 平成24年度

区　　分 一般行政部門 公営企業部門
公 務 災 害 1 2
通 勤 災 害 1

７．職員福利厚生
　町では職員の健康保持増進を図ることを目的に健康診断
（総合健診・定期健診）、相談、セミナー開催などの各種事
業を行っています。
　さらには、衛生委員会を設置し、職場における健康安全
管理の指導、啓発を行っています。

８．分限処分および懲戒処分
　分限処分は心身の故障等のために職員が職務を十分に果
たすことの出来ない場合に、公務の効率的な運営を確保

することを目的として行う処分
（降任・免職・休職）をいいます。
また、懲戒処分は公務員の秩序
を維持するための職員の義務違
反に対する制裁措置（戒告・減
給・停職・免職)をいいます。
　平成24年度の分限処分は、
心身の故障による休職者が３名
いました。なお、懲戒処分はあ
りませんでした。

表６　一般行政職員の初任給および経験年数･学歴平均給料
平成25年４月１日現在

区分 初任給
経　　験　　年　　数 平均給料

月　額
平均
年齢10年以上

15年未満
20年以上
25年未満

30年以上
35年未満

大学卒 円
172,200

円
281,325

円
352,800

円
402,919

円
289,842

歳
38.9

高校卒 140,100 232,700 315,835 407,417 323,485 43.0
※平成25年度に限り3-6％の削減を実施中（表示額は削減前）
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問い合わせは、納税課まで。

軽
自
動
車
の
手
続
き
は
お
早
め
に

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４

月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

１
年
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

月
割
課
税
制
度
が
な
い
た

め
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
、

譲
渡
等
の
手
続
き
を
し
て

も
１
年
分
が
課
税
さ
れ
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
す
で
に
車
両
が
な
い
方

　

す
で
に
お
手
元
に
な
い

車
両
、
使
用
で
き
な
い
車

両
が
あ
る
場
合
に
は
、
名

義
変
更
や
抹
消
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
が
な
い
場
合
は
、

来
年
度
も
課
税
さ
れ
ま
す

の
で
必
ず
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●
転
出
さ
れ
る
方

　

町
外
に
転
出
す
る
場
合

は
、
車
両
の
登
録
住
所
を

変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。申

告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

平
成
24
年
分
の
所
得
税
・
町
道
民
税
の
申
告
期
限
は
す
で
に

過
ぎ
て
い
ま
す
が
、
申
告
忘
れ
や
申
告
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

申
告
を
し
て
い
な
い
と
、
所
得
証
明
書
が
発
行
さ
れ
な
い
場

合
や
、
受
け
ら
れ
る
控
除
が
受
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
税
額
が

高
く
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
税
に
困
っ
た
ら
、
早
め
に
相
談
を

　

病
気
や
失
業
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
ど

う
し
て
も
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
給
料
明
細
や
ロ
ー
ン
明
細
、
通
帳
な

ど
、
生
活
状
況
が
わ
か
る
も
の
を
ご
持
参
の

う
え
、
必
ず
納
税
課
ま
で
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

●
税
金
を
滞
納
す
る
と
…

①
督
促
状
が
届
き
ま
す
。

② 

勤
務
先
・
金
融
機
関
・
財
産
の
貸
借
な
ど
、

利
害
関
係
の
あ
る
方
へ
調
査
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

●
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
…

①
財
産
の
差
押
を
行
い
ま
す
。

② 

差
押
し
た
も
の
は
取
立
ま
た
は
公
売
な
ど

で
現
金
化
し
、
滞
納
税
に
充
て
ま
す
。

の
お
知
ら
せ

問い合わせは、税務課 住民税係まで。

税
【手続きの場所】

※ ①・②については、転出先市町村を管轄する軽自動車協会、運輸支
局でも手続きができます。

①釧路ナンバーの軽自動車・125㏄を超え250㏄以下のオートバイ
釧路軽自動車協会（ 0154-51-0745）

②釧路ナンバーの250㏄を超えるオートバイ
釧路運輸支局（ 050-5540-2005）

③中標津町ナンバーの原動機付自転車・小型特殊自動車
中標津町役場 税務課 住民税係

　平成24年度差押実績 422件
（40,026千円）

　

釧
路
根
室
管
内
の
全
11
町
村
が
、
税
の
公

平
性
を
確
保
す
る
た
め
設
立
さ
れ
、
町
村
に

代
わ
っ
て
「
差
押
」
や
「
公
売
」
な
ど
の
、

税
法
に
基
づ
く
強
制
的
な
手
段
に
よ
り
滞
納

整
理
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

平成24年度実績（中標津町分）

収納実績

引継　　
滞納金額 ６６,９５３千円

うち　　
収納金額 １６,７８３千円

差押等の
件数･金額

件　　数 ３８件

金　　額 １,４９９千円

釧路・根室広域地方税滞納整理機構

●
収
入
が
な
か
っ
た
方

　

平
成
24
年
中
（
１
月
〜
12
月
）
に
収
入
が
な
か
っ
た
方
は
、

税
の
申
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
手
続
き
を
す
る
場
合

に
は
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

① 

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
・
介
護
保
険
の
減
額
認

定
証
の
申
請
を
す
る
場
合
。

②
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
す
る
場
合
。

③
所
得
額
の
記
載
が
あ
る
証
明
書
の
発
行
が
必
要
な
場
合
。

※ 

税
法
上
の
被
扶
養
者
は
、
申
告
が
な
く
て
も
非
課
税
証
明
書

は
発
行
で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
所
得
額
の
記
載
の
な
い

非
課
税
証
明
書
に
な
り
ま
す
。
所
得
額
の
記
載
が
必
要
な
方

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

●
個
人
事
業
主
の
方

　

事
業
所
得
が
赤
字
の
場
合
で
も
、
右
記
①
〜
③
の
手
続
き
を

す
る
場
合
と
営
業
証
明
書
を
発
行
す
る
場
合
は
、
申
告
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
実
施
の
お
願
い

　

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主
が
従
業
員
の
方
の
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
を
天
引
き
し
、
毎
月
町
に
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で

す
。

○ 

こ
の
制
度
は
、
地
方
税
法
及
び
町
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
の
源
泉
徴
収
を
行
う
全
て
の
事
業
主
に
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

○ 

従
業
員
の
方
に
と
っ
て
は
、「
年
４
回
で
収
め
る
普
通
徴
収

に
比
べ
、
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
に
な
る
の
で
１
回
あ
た

り
の
負
担
が
減
る
」「
金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
な
く
な

る
」「
納
め
忘
れ
が
な
く
な
る
」
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

※ 

特
別
徴
収
未
実
施
の
事
業
主
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
早
期

の
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。
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問い合わせは、納税課まで。

町税･国民健康保険税は
納期限を守って納めましょう

還
付
金
詐
欺
に

ご
注
意
を
！

納 税 ・ 滞 納 処 分 Q ＆A

　
町
税
は
、
福
祉
や
教
育
、
街
づ
く
り
な
ど
、

健
康
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
の
大

切
な
財
源
で
す
。
国
民
健
康
保
険
税
は
、
医

療
費
を
負
担
し
、
皆
さ
ん
の
健
康
を
守
る
事

業
を
運
営
す
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。

町
で
は
こ
れ
ら
の
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
納
税
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
各
税
の
収

納
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

納
期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

納
税
は
、
納
期
内
納
付
が
原
則
で
す
。
納

期
内
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
方
と
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
に
、
早
期
催
告
を
行
う
と
と
も

に
財
産
調
査
、
差
押
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

※ 

な
お
、
滞
納
し
て
い
る
税
金
に
は
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
、
納
付
が
遅
れ
る
ほ
ど
、
額

は
増
加
し
ま
す
。

Q
． 

少
額
滞
納
で
も
滞
納
処
分
（
差
押
等
）
す
る
の
？

　

A 

．
滞
納
税
額
の
大
小
は
一
切
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
少
額

の
滞
納
で
あ
っ
て
も
、
差
押
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

Q
． 

借
金
が
あ
る
か
ら
税
金
が
払
え
な
い

　

A 

．
税
金
は
個
人
債
務
（
借
金
）
よ
り
優
先
さ
れ
ま
す
。

　
　

 　

地
方
税
法
第
14
条
で
は
、
税
金
は
す
べ
て
の
借
金
な
ど
よ
り

優
先
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Q
． 

税
金
を
滞
納
し
て
何
か
不
利
益
が
あ
る
の
？

　

A 

．
税
金
を
滞
納
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
不
利
益
が
発
生
し
ま
す
。

　

・ 

高
利
率
（
年
14
．
6
％
）
の
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

　

・ 

補
助
金
や
融
資
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
制
限
が
か
か
り
ま
す
。

　

・ 

財
産
調
査
が
行
わ
れ
、
社
会
的
信
用
が
無
く
な
り
ま
す
。

　

・ 

滞
納
処
分
（
差
押
等
）
が
執
行
さ
れ
、
あ
な
た
の
大
切
な
財
産

を
失
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

Q
． 

滞
納
処
分
（
差
押
等
）
の
前
に
自
宅
訪
問
は
し
な
い
の
？

　

A 

．
滞
納
処
分
（
差
押
等
）
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
自
宅
を
訪

問
し
て
納
税
を
催
告
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
い
ま
せ
ん
。

税
は
納
期
限
内
で
の
自
主
納
付
が
大
原
則
で
す
。
督
促
状
発
送

日
か
ら
10
日
を
経
過
し
て
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、
滞
納
処
分

（
差
押
等
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

Q
． 

本
人
の
許
可
な
く
財
産
を
勝
手
に
調
べ
ら
れ
た
。プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
に
な
ら
な
い
の
？

　

A 

．
税
金
を
滞
納
す
る
と
、
国
税
徴
収
法
・
地
方
税
法
に
基
づ
き
、

納
税
課
職
員
は
す
べ
て
の
財
産
に
対
す
る
調
査
権
限
が
発
生
し

ま
す
。
こ
の
権
限
に
よ
り
、調
査
を
受
け
る
勤
務
先
の
事
業
所
・

金
融
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
は
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
財
産
調
査
は
、
個
人
情
報
保
護
法
に
は
抵
触
し

ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

　

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
が
制
限
さ
れ
た
短
期
証

（
有
効
期
限
が
１
〜
６
ヶ
月
）
も
し
く
は
資

格
者
証
（
医
療
費
全
額
自
己
負
担
）
の
発
行

と
な
り
、
通
常
の
保
険
証
が
発
行
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

納
税
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

忙
し
い
た
め
に
町
税
の
納
付
が
な
か
な
か

で
き
な
い
方
に
か
わ
っ
て
、
金
融
機
関
お
よ

び
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
で
、
指
定
し

た
預
貯
金
口
座
か
ら
町
税
を
自
動
的
に
振
替

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
付
の
た
め
に
現
金
を
持
ち
歩
く
必
要
が

な
く
、
う
っ
か
り
納
期
限
ま
で
に
納
め
忘
れ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
た
い

へ
ん
便
利
で
安
全
・
確
実
な
方
法
で
す
。
町

税
の
納
付
に
は
ぜ
ひ
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

※ 

お
忙
し
い
方
や
遠
方
の
方
は
、

口
座
振
替
依
頼
書
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。（
詳
し
く
は
納

税
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
）

※ 

口
座
振
替
を
ご
利
用
後
、
金

融
機
関
・
口
座
番
号
等
の
変

更
や
解
約
を
ご
希
望
さ
れ
る

場
合
も
届
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

お申し込みは
振替希望の金融機関窓口まで。

　

最
近
、
役
場
職
員
な
ど
の
行
政
機
関

の
職
員
を
名
乗
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ

せ
お
金
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺
が
多
発
し

て
い
ま
す
。「
還
付
金
が
あ
る
の
で
Ａ

Ｔ
Ｍ
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
の
よ

う
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

詐
欺
で
す
。
役
場
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
不
審
に
思
っ
た
場
合
は
、
一
度
役

場
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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問い合わせは、財政課 財政係まで。

１　早期健全化・財政再生に関する比率（平成24年度健全化判断比率）

平成24年度

２　公営企業の経営健全化に関する比率（平成24年度資金不足比率）

　深刻な財政状況に陥る前の早い段階で財政の健全化を図る目的で、平成19年６月に「地方公共団体の財政の健全
化に関する法律」が公布されました。この法律によって、各年度決算に基づき算定した財政の健全性を表す比率（実
質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と公営企業の経営の健全性を表す比率（資金不足
比率）を監査委員の審査を受けたうえで議会に報告し、公表することとなっています。
　それぞれの比率が、早期健全化基準・財政再生基準、経営健全化基準以上になった場合には、財政健全化の計画又
は、経営健全化の計画を策定し、財政の早期健全化や再生等を図ることとなります。

町税の中で、使途が定められている目的税（都市計画税・入湯税）の収入額および充当事業は次のとおりです。

指　標　名 説　　　　　　明

実質赤字比率
【－】

早期 13.63％
財政 20.00％

　一般会計等の赤字額の割合により、財
政運営の深刻度を表す比率です。平成24
年度は赤字ではないのでグラフにはあり
ません。

連結実質赤字比率
【－】

早期 18.63％
財政 30.00％

　全ての会計の赤字と黒字を合算し、町
全体の赤字額の割合により、財政運営の
深刻度を表す比率です。平成24年度は赤
字ではないのでグラフにはありません。

実質公債費比率
【10.5％】
早期 25.0％
財政 35.0％

　借入金の返済額とこれに準じる額を合
算し、その負担割合の３ヶ年平均を表す
比率です。平成24年度は10.5%でした。

将来負担比率
【36.8％】
早期 350.0％

　借入金の残高や将来支払う可能性のあ
る負担など現時点での残高の割合により
、将来の財政負担の影響度合いを表す比
率です。平成24年度は36.8%でした。

特　　別　　会　　計　　名 資金不足比率 経営健全化
基　　　準 説　　　　　　　　明

水 道 事 業 会 計 －

２０．０％

　公営企業の資金不足と事業規模とを比
較して、経営状況の深刻度を表す比率を
算出します。当町では、４つの会計が対
象となりますが、資金不足を生じている
公営企業はなく、資金不足比率は該当し
ないため「－」で示しています。
　なお、比率の算定が始まった平成19年
度から、資金不足は発生していません。

町 立 中 標 津 病 院 事 業 会 計 －

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 －

下 水 道 事 業 特 別 会 計 －

税　　目 平成24年度収入額 事　　業　　内　　容 事　業　費

都市計画税 １３２,０７１千円

公共下水道整備事業 290,885千円

地方債償還（公園、街路、下水道） 603,952千円

小　　　　　　　　計 894,837千円

入　湯　税 ７,９７９千円

環境衛生施設整備事業（一般廃棄物処理施設） 7,857千円

観光施設整備事業（開陽台展望施設） 672千円

小　　　　　　　　計 8,529千円

実質公債費比率および将来負担比率の推移 

77.5%
65.7%

50.5% 44.9% 36.8%

10.5%

102.3%

16.2% 15.9%
14.6%

12.8%
11.7%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
0%

5%

10%

15%

20%

25%

将来負担比率
実質公債費比率

早期健全化基準値 

※「早期」＝早期健全化基準／「財政」＝財政再生基準を表す。
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中標津警察署

道道中標津標茶線

中標津郵便局

道
道
俣
落
西
５
条
線

タワラマップ川
南１丁目通り

南2丁目通り

西
２
条
通
り

西
１
条
通
り

西
１
条
通
り

道 道

北海道
833

道 道

北海道
13

　中標津空港前に広がるふれあい広場で「じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場」が開催され
ました。小雨が降る天候でしたが、多くの人たちが会場を訪れ、じゃがいも掘り、乗馬体験など
のイベントや、中標津ビーフのバーベキューなどを味わったりと、それぞれに楽しんでいました。

じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場９月

８
日

ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ ススニニニ ースースニュニュースニニュ ニュースニニュースニューニューススススニュニュュュ スースーニニニ ースースニュニュースニニュニュースニュース de ニュースニュース

　西２条橋（西２条南１丁目）につきま
して、老朽化による架け替え工事を予定
しておりましたが、諸般の事情により工
事を中止することとなりました。これに
伴いまして、車道部の通行ができなくな
ります。なお、歩道部は従来どおり通行
できます。大変ご不便ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解ご協力をお願いします。

●通行規制説明会
　日時　10月11日㈮　14時～、19時～
　場所　中標津町総合文化会館
　　　　２階第１研修室

問い合わせは、建設管理課 管理係まで。

西２条橋の通行規制（車両通行止め）のお知らせ

問い合わせは、総務課 情報化推進・広報調査係まで。

※ どちらに参加するかは自由ですので、ご都合の良い方にお越しください。

開催月日 開始時間 開　催　場　所
10月22日㈫　 19時30分 中標津町総合文化会館　２階第３研修室

10月23日㈬　 19時30分 中標津町交流センター（計根別）

「まちづくりを考える懇談会」を開催します
～みなさんの声を　お聞かせください～

　地域の抱えている問題や行政に対するご意見・ご要望など、まちづくりについて町民のみなさん
と直接話し合う「まちづくりを考える懇談会」を開催します。

迂回路のご案内 通行規制開始日時　平成25年11月６日13時
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町内会や事業所などで簡単にできる防災訓練を紹介します

安全行動１－２－３

低い姿勢！ 頭を守る！ 動かない！

❶ ❷ ❸

問い合わせは、中標津町社会福祉協議会　 ７９－１２３１まで。

問い合わせは、根室振興局 建設指導課　 0153-23-6832 または 総務課 防災係まで。

防災ワンポイント 防災訓練について第８回

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

詳しくは、総務課 防災係まで。

　町内のボランティア活動者と一般町民との交流を目的に、ボランティアのつどいを開催します。ボランティア活
動の発表や様々なイベントを行います。参加費も無料ですのでお気軽にご参加ください。

日　時　10月26日㈯　13時～15時30分
場　所　中標津経済センター　コミュニティホール

　建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、昭和56年５月以前に着工された建築物のうち、不
特定多数の方が利用する大規模な建築物などについて、耐震診断の実施とその結果の報告が義務化されま
す。報告先は建築基準法の建築確認を申請した行政庁（所管行政庁）です。
※改正法の詳細は、国土交通省のホームページで確認できます（ ）

ボランティアのつどい ～広げようボランティアの「わ」

大規模な建築物などに耐震診断の実施が義務化されます

　９月～10月にかけて、平成25年度中標津町防災の日啓発事業として、町内会との防災訓
練を実施しています。９月７日に行われた睦町内会の訓練では、74名の方が参加し避難訓練、
消火訓練、応急手当訓練などを実施しました。

※他の町内会の防災訓練の様子はホームページやフェイスブックに掲載予定です。

●一斉防災訓練　シェイクアウト

　シェイクアウトとは、指定された日時に地震から身
を守る安全行動を、各自１分程度一斉に行う短時間で
負担が少ない訓練です（右の図を参照）。地震による
人的被害は、家具の落下や転倒によるものが多いため、
周囲を良く見て落下物から離れ、頭を守ることが有効
です。
　北海道では10月29日㈫午前９時にシェイクアウト
訓練を実施します。訓練実施日の前日まで参加者を募
集しています（ ）。

①姿勢を低く！
②体・頭を守って！
③揺れが収まるまでじっとして！
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東京中標津会ふるさとツアー記念植樹※入会については中標津町ホームページからも申し込むことができます。

「宝くじの助成金」で
イベント用備品を整備しました

　旭第２町内会では、㈶自治総合センターのコミュニティ助成事業により、放送設備やテント等のイベント用備品を
整備しました。この事業は、同センターが全国自治宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託事業収入を財源と
して、住民のコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図るとともに宝くじの普及広報を目的に行われています。
　これにより旭第２町内会では、「ふれあい祭り」等の地域のイベント活動
の充実を図ることができ、地域コミュニティの一層の発展に寄与することが
期待されています。

◆テント（３張）　◆放送機材一式（マイク、アンテナ等）
◆移動かまど（２台）　◆食器セット（25個）　◆調理用品セット（１個）
◆発電機（２台）　◆コードリール30m（２台）　◆携行缶（３缶）
◆綿菓子機（１台）　◆キューブアイススライサー（１台）

整 備 備 品

東京中標津会･札幌中標津会 会員募集中

詳しくは、経済振興課 地域振興係まで。

　「東京中標津会」、「札幌中標津会」とは、首都圏や札幌近郊に住んでいる中標津町出身者などで活動している、中
標津町のサポータークラブです。
　遠く離れた都会で暮らしながら“ふるさと中標津”への共通の思いを土台として、会員同士の親睦を深め、各種イ
ベントの開催など、故郷のために活動しています（詳しくは、中標津町ホームページにも掲載しています　

）。
　「東京中標津会」、「札幌中標津会」では、新規会員を募集しています。首都圏や札幌近郊にお住まいのご家族・ご親戚・
ご友人がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介してください。

東京中標津会 札幌中標津会
会 員 数 260名 410名

活動内容

・総会の開催
・懇親会の開催
・北海道フェアへの出展
・北方領土返還運動への参加

・総会の開催
・懇親会の開催
・各種イベントへの参加

会　　費 年会費（個人） 3,000円
　　　（法人）10,000円 入会金　10,000円

事 務 局
(連絡先)

副会長　竹嶋　博行
℡ 045-332-9271

事務局長　別所　信一
℡ 011-854-6066

通年雇用支援セミナー開催のお知らせ
　根室管内４町通年雇用促進協議会では、事業主の方を対象に、企業の経営基盤強化
等に資するセミナーを開催します。参加無料ですのでお気軽にご参加ください。

日　時　　11月７日㈭　13時～17時
場　所　　中標津経済センター２階
内　容　　第一部　「雇用に関する助成制度について」
　　　　　　　　　　講師　ヒューマンアカデミー㈱　八木森  敏男 氏
　　　　　第二部　「資格取得に係る法改正等について」
　　　　　　　　　　講師　㈱北友商会　竹 内　和 幸 氏

問い合わせは、経済振興課 地域振興係まで。

申し込み・問い合わせは、根室管内４町通年雇用促進協議会  ７２－６７８９まで。
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　中標津町では町民の皆さんへ緊急的に情報提供が必要な場合に備え、電子メールにて情報発信を
行う体制を整備しています。
　登録については、次のアドレスに空メールを送信してください。　
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受験資格　 平成26年４月１日現在で
　　　　　18歳以上27歳未満の男子
試験種目　 筆記・口述試験、適性・身

体検査
　問い合わせは、自衛隊中標津地域事
務所  72-0120まで。

健康管理担当者研修会
日　時　10月29日㈫　13時～17時
場　所　中標津町総合福祉センター
テーマ　働く人のメンタルヘルスケア
内　容
　講義
　　「 リワークデイケアの基本～職場

や自宅でできること」
　ミニシンポジウム
　　「 職場と医療機関の連携～復職の

ためにそれぞれができること」
　その他、希望者は体験グループワー
クもあります。管内各企業、農・漁協、
地方公共団体等の健康管理担当職員を
対象としています。参加される方は、
10月23日㈬までに、中標津保健所 健
康推進課  72-2168まで。

女性のためのなんでも相談所を
開設します

　根室人権擁護委員協議会及び釧路地
方法務局根室支局が相談者を女性に限
定した「女性のためのなんでも相談所」
を開設します。夫やパートナーからの
暴力、セクハラ、ストーカー行為など
女性をめぐる人権問題に関する相談に
女性の人権擁護委員が無料で応じます。
相談内容についての秘密は堅く守られ
ますので、ひとりで悩まず、まずは相
談してみませんか。
日　時　11月17日㈰　13時～16時
場　所　中標津町総合文化会館

２階第２研修室
　詳しくは、釧路地方法務局 根室支
局  0153-23-4874まで。

　北海道障害者職業能力開発校　
入校者募集について

　北海道障害者職業能力開発校では、
求職中の障がい者の平成26年度入校
生（訓練期間１年又は２年間）を募集
しています。
受付期間
　11月１日㈮～11月20日㈬
　詳しくは、下記または最寄りの公共
職業安定所まで。
北海道障害者職業能力開発校
　〒073-0115　砂川市焼山60番地
　 0125-52-2774・ 0125-52-9177

災から尊い命と貴重な財産を守ること
を目的としています。火災予防運動期
間中は、火災予防の広報や防火対象物
の立ち入り検査を実施します。
　また、10月15日に行われる初日行
事では、幼年消防クラブ員による鼓笛
演奏をはじめ、消防団、婦人防火クラ
ブ、幼年消防クラブの協力を得て町内
数箇所で街頭啓発を行い、火災予防を
呼びかけますので、ご協力をお願いし
ます。
　詳しくは、中標津消防署 予防救急
課予防係  72-2181まで。

「危険物取扱者試験準備(事前)
講習会」のご案内

　消防法第13条の３の規定による危
険物取扱者試験の乙種第４類及び丙種
の受験者を対象に、試験準備（事前）
講習を次のとおり開催します。
受講科目
・物理学と化学の基礎知識
・ 危険物の性質並びにその火災予防及
び消火の方法

・危険物に関する法令
受 講 料　会員　3,000円
　　　　　（ ※根室北部危険物安全協

会に所属している方）
　　　　　一般　5,000円
　　　　　高校生以下　2,000円
※ 受講料にテキスト代1,400円は含ま
れていません。
講習日時　10月21日㈪・22日㈫
　　　　　２日間８時30分～17時
講習場所　中標津消防署講堂
申込締切　10月11日㈮
　申込書は、消防本部または中標津消
防署にあります。
　申し込み・問い合わせは、根室北部
消防事務組合 消防本部内 根室北部危
険物安全協会事務局  72-9114まで。

年金相談所開設のお知らせ
開設日時
　11月12日㈫　12時～17時
　11月13日㈬　９時～15時
開設場所
　中標津町役場会議室
予約受付期間
　10月15日㈫～11月５日㈫
　予約申し込みは、釧路年金事務所
0154-61-6000まで。

自衛官候補生募集（男子）
試 験 日　11月23日㈯・12月７日㈯
試験場所　自衛隊釧路駐屯地

た皆さま、ありがとうございました。
　義援金は平成26年３月31日㈪まで
随時受付しております。
　詳しくは、福祉課 社会福祉係まで。

　下水汚泥たい肥「環
かん

甦
そ

」の　
配布について

　秋用たい肥として町民の皆さんに下
水汚泥たい肥「環甦」の配布を行い
ますので、たい肥を入れる袋(肥料袋
等)をご持参ください。（ご家庭の花壇、
葉物野菜等の補助肥料に適していると
思われます。）
　なお、数量を制限していますのでご
了承ください。
配布日時　10月16日㈬～25日㈮
　　　　　10時～15時（土日を含む）
配布場所　中標津下水終末処理場

東35条北６丁目1番地
　問い合わせは、上下水道課 下水道
係まで。

「ヒグマ出没注意」のお知らせ
　町内でヒグマの目撃情報が今年も寄
せられています。
　キノコ狩りや川釣りなどで山間部に
入る場合は、単独行動は危険なため複
数で行動し、音の出るものを携行する
などして、人の存在を熊に知らせる事
が大切です。中標津町ホームページ（農
林課のページ）にヒグマ目撃情報を掲
載していますのでご覧ください。
　詳しくは農林課 自然環境係まで。

まちづくり町民アンケート調査
　５月に実施しました「まちづくり町
民アンケート」の調査結果を集計しま
した。アンケートにご協力いただきま
した町民の皆さん（対象500名・回答
164名）には、心からお礼申し上げます。
　調査結果につきましては、役場１階
まちづくり情報コーナー・計根別支所・
総合文化会館・町立中標津病院に報告
書を設置しますので、ご自由にお持ち
帰りください。町ホームページ（企画
課)にも掲載します。
　詳しくは、企画課 行政改革推進係
まで。

全道火災予防運動を実施します
　10月15日から31日まで秋の火災予
防運動を実施します。この運動は、空
気が乾燥し火災が発生しやすい時季を
迎えるにあたり、火災予防思想の一層
の普及を図ることで火災を防止し、火
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無料法律相談のお知らせ
　中標津町では弁護士が専門的にアド
バイスしてくれる無料法律相談を実施
しています。
日　　時　11月19日㈫
　　　　　10時30分～15時
場　　所　中標津町役場
相 談 員　梅 本 英 広　弁護士
定　　員　７名
申込受付　 11月１日㈮から先着順に

受け付け定員になり次第締
め切ります。

　詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

「行政相談特設相談所」開設
　行政相談とは、国や北海道、町が行っ
ている仕事について「どうなっている
んだろう」、「改善してほしい」といっ
た町民の方からの意見や苦情を行政相
談委員がお聞きして、皆さんと関係行
政機関の橋渡しをするための場です。
10月21日～27日は行政相談週間とし
て、全国で各種行事が実施されますが、
中標津町でも下記日程で行政相談特設
相談所を開設します。事前予約も必要
ありませんので、相談を希望する方は、
当日会場に直接お越しください。
日　　時　11月１日㈮　13時～15時
場　　所　中標津町総合文化会館
　　　　　　　　　　２階第１研修室
　詳しくは、生活課 交通町民相談係
まで。

乳幼児医療費助成制度利用時の
注意事項について

　９月末に「乳幼児等医療費受給者証」
を該当される方に送付しました。該当
しているのに受給者証が届いていない
方はご連絡ください。
　小学生は受給者証の交付はされませ
んが、「入院」の場合、医療費の助成
が受けられます。入院したときには受
給者証の申請をしてください。
　詳しくは、子育て支援室 子育て給
付係まで。

「東日本大震災」義援金
　中標津町役場福祉課（日赤根室地区
中標津分区）に届けられた義援金は、
８月16日現在、総額12,508,600円
（119件）となっております。皆さま
のあたたかいご支援は、日赤北海道支
部を通じて被災者の方々にお届けして
います。ご協力いただきました、個人、
各団体、募金箱にご寄付してくださっ

きまりを守り明るいまちにしましょう（町民憲章より）

「特定健康診査」個別健診の
お知らせ

　中標津町国民健康保険加入の方の個
別健診を、下記の医療機関で実施して
います。
対　　象　 中標津町国民健康保険加入

の40～74歳の方
※ 昭和49年３月31日以前に生まれた
方で健診日に75歳未満の方

医療機関・予約方法　
・石田病院　 72-9112
　石田病院へご予約ください。
・富沢内科医院
　 予約は不要です。食事を取らずに、
診療時間内に受診してください。

・町立中標津病院
　毎週火～木曜日に実施します。
　保健センターへご予約ください。
・釧路がん検診センター
　がん検診と一緒に受診してください。
　釧路がん検診センターへご予約くだ
　さい。 0154-37-3370
料　　金　1,000円
実施期間　平成26年３月31日まで
 注意事項　 受診の際には、「特定健康

診査受診券」と「健康保険
証」が必要になります。

　問い合わせは、中標津町保健セン
ター  72-2733まで。

骨粗鬆症検診のお知らせ(11月分)
実施期間　 11月１日～29日の毎週火

～金曜日（11時から）
対　　象　20歳以上の女性
内　　容　 問診、骨密度測定(腰椎・

太もも)、診察
料　　金　 2,200円
　　　　　（70歳以上は1,100円）
　　　　　 国民健康保険加入者・生活

保護の方は無料
定　　員　１日２名
場　　所　町立中標津病院　整形外科
申込締切　10月21日㈪
　申し込みは、中標津町保健センター
72-2733まで。

アルコール依存症でお悩みの方へ
　アルコール依存症は「依存症」とい
う病気です。奥根室断酒会では互いの
酒害体験を話したり、聴いたりするこ
とによって「依存症」を自覚し、断酒
継続をするための例会を開催していま

す。関心のある方は参加してみません
か。
日　　時　11月19日㈫
　　　　　10時～11時30分
場　　所　中標津町保健センター
対　　象　 断酒継続を希望する本人ま

たは家族
　詳しくは、中標津町保健センター  
72-2733まで。

10月は国民健康保険税(第４期)
町道民税(第３期)の納期です
【納期限は10月31日】

　今月納期分の指定口座からの振替日
は10月31日㈭です。口座振替を申し
込まれている方は前日までに残高の確
認をお願いします。

～納期が既に経過しています～
○　町道民税（第１・２期）
○　固定資産税（第１～３期）
○　国民健康保険税（第１～３期）
○　軽自動車税
　もう一度お手元の納付書をお確かめ
のうえ、納付されていない方は早急に
納めましょう。

＜休日・夜間相談窓口＞

夜 間 相 談 日
10月16日㈬　18時～20時

休 日 相 談 日
10月27日㈰　９時～17時

　税金の納め方について平日の昼間に
時間をとることができない方は、夜間・
休日に納税相談窓口を開設しますので
ご利用ください。
　なお、休日・夜間相談窓口では町税・
国民健康保険税以外は納めることがで
きません。

ごみ収集のお知らせ
　祝日におけるごみ収集等は、次のと
おりとなりますのでお知らせします。

日　程 ごみ収集 最終処分場

10月14日㈪ 休み 午前中のみ

11月４日㈪ 休み 午前中のみ

　詳しくは、生活課 環境衛生係まで。

保健センターからのお知らせ

「特定健康診査」個別健診の

骨粗鬆症検診のお知らせ(11月分)

アルコール依存症でお悩みの方へ

無料法律相談のお知らせ

乳幼児医療費助成制度利用時の
注意事項

「東日本大震災」義援金

「行政相談特設相談所」開設

ごみ収集のお知らせ
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町道町道民税民税(第(第３期３期)の)の納期納期ですです



※ 広報紙に掲載された写真をご希望の方は、
データ(JPEG)で提供しますので総務課情
報化推進・広報調査係までご連絡ください。

広報中標津は、環境保護のため道産間伐材と古紙を配合した用紙および
100%植物油型インキ「ナチュラリス100」を使用しています。

平成25年10
VOL.610

誕生 13人　 死亡 18人　 転入 68人　 転出 40人

8月31日現在住民登録人口

町の人口 24,297（＋23）
　 男 11,892（＋12）
　 女 12,405（＋11）
世 帯 数 10,976（＋20）

（　　）内は前月比

詳しくは、中標津町地域雇用創造協議会（経済振興課内）  ７３－１８８８まで。

　各講座に参加を希望される方は、中標津町地域雇用創造協議会（中標津町役場経済振興課内）にご連絡いただくか、
ホームページ（ ）からお申し込みください。

　旅行業やホテル業、観光関連産業への就職や観光ガイドを目指す方を対象に、専門講師による観光ガイドの知
識を学ぶ講座を開催します。また、先進地での実践的な研修を行い、先進事例を学び、実践的な技術を身に付け
ていただきます。
　　開催内容　10月17日㈭　13時～16時　講座：なかまっぷ多目的ホール
　　　　　　　　　18日㈮～20日㈰　先進地研修：富良野市
　　　　　　　　　 26日㈯　９時～16時　研修：弟子屈町　講座：なかまっぷ
　　　　　　　　　 27日㈰　13時～16時　講座：なかまっぷ多目的ホール
　　募集人数　10名（定員になり次第受付終了）

　飲食店への就職または転職を希望する方を対象として、地域の料理人による技術指導実習と専門知識を習得す
る座学のほか、町内飲食店での職業体験が受けられる講座を開催します。
　　開催内容　10月21日㈪・22日㈫　14時～16時　座学（食品衛生学・調理理論）　トーヨーグランドホテル
　　　　　　　10月23日㈬～25日㈮　実習（日本料理・中国料理・洋食料理）　総合文化会館２階実習室
　　　　　　　※職業体験を10月下旬頃から40時間程度行います
　　募集人数　20名（定員になり次第受付終了）
　　申込締切　10月11日㈮

中標津町地域雇用創造協議会からのお知らせ
中標津町地域雇用創造協議会では、受講料無料のセミナーと講座を下記のとおり開催します。

町営住宅の入居者を募集します
・東中団地（平屋建）東18条北10丁目
　３ＬＤＫ　１戸（浴室有・風呂設備無）
　昭和57年建設　※単身不可
　家賃12,900円～17,000円
・宮下団地（２階建）西５条南２丁目
　２ＬＤＫ（２階）　１戸（風呂設備リース）
　昭和60年建設　※母子住宅
　家賃12,000円～23,600円　他共益費
・宮下団地（２階建）西３条南２丁目
　３ＬＤＫ（２階）　１戸（浴室有・風呂設備無）
　昭和56年建設　※単身不可
　家賃15,300円～30,000円　他共益費
・宮下高台団地（２階建）西３条南４丁目
　２Ｋ（２階）　１戸（風呂設備リース）
　昭和62年建設
　家賃13,400円～26,400円　他駐車場使用料、共益費

※ 入居者資格には条件（所得制限・暴力団員の制限等）があります。
※ 10月17日の時点で町税等（保険料・使用料・負担金等含む）に滞納がある方は入居できません。

詳しくは、都市住宅課 住宅係まで。

・泉団地（３階建）西10条北10丁目５番地
　２ＬＤＫ（１階）　１戸
　平成８年建設　※満60歳以上
　家賃18,800円～36,800円　他駐車場使用料、共益費　
・あずまグリーン団地（４階建）東18条南４丁目
　２ＬＤＫ（４階）　１戸（給湯設備リース）
　平成２年建設　
　家賃18,600円～36,500円　他共益費
・西町団地（３階建）西町３丁目65番地
　２ＬＤＫ（３階）　１戸
　平成15年建設　
　家賃21,000円～41,300円　他駐車場使用料、共益費

申込期間　10月７日㈪～17日㈭
受付場所　住宅係（役場２階窓口④番）
入居時期　平成25年11月下旬見込み
選考方法　 運営委員会の意見を聞いて、困窮度の高い方か

ら入居を決定します。

◆体験型観光ガイド育成セミナー

◆北の料理人　短期マスター講座


